
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業 務 委 託 契 約 書  

 

 委託者 財団法人 大阪国際平和センター（以下「甲」という。）と受託者  

  （以下「乙」という。）とは、次の条項によって委託契約を

締結し、相互に信義を重んじ誠実にこれを履行するものとする。 

 

（契約の要領） 

第１条 この契約の要項は、次のとおりとする。 

 （１） 業務の名称  大阪国際平和センター（ﾋﾟｰｽおおさか）施設総合管理業務 

 （２） 業務の内容  設備管理業務、環境衛生管理業務、警備業務、清掃業務、

受付案内業務 

 （３） 履行場所   大阪市中央区大阪城２番１号 

            大阪国際平和センター（ﾋﾟｰｽおおさか）施設 

 （４） 契約金額   金         円（消費税及び地方消費税を含む） 

（月額）  金        円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （５） 契約期間   ２０１０（平成２２）年４月 １日から 

２０１１（平成２３）年３月３１日まで 

 （６） 契約保証金   

 （７） 業務仕様   別紙仕様書のとおり 

（契約の保証） 

第２条 乙は、この契約により受託した業務（以下「業務」という。）の履行及び自

己の責めに帰すべき理由により生じた金銭債務の支払いを保証するため、相当

の能力と資力を有する者１名を連帯保証人として立てなければならない。 

２ 連帯保証人は、乙と連携して、業務の履行及び金銭債務の支払いの責めを負

うものとする。 

（権利義務譲渡の禁止） 

第３条 乙は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、又は継承

させてはならない。 

（再委託等の禁止） 

第４条 乙は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面により承諾を得て業務の一部を第三者に

委任し、又は請け負わせるときは、この限りではない。 

（法令上の責任等） 

第５条 乙は、業務総括責任者（以下「総括責任者」という。）及び第９条第３項に

規定する業務責任者（以下「業務責任者」という。）並びに業務に従事する作



業員（以下「作業員」という。）の使用者として、労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）、職業安定法

（昭和２２年法律第１１７号）その他関係法令を遵守するとともに、これらの

法令に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものと

する。 

（秘密を守る義務） 

第６条 乙並びに総括責任者及び業務責任者並びに作業員（以下「総括責任者等」と

いう。）は、業務の遂行上知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に

利用してはならない。第１条第５項に規定する契約期間終了後又はこの契約の

解除後においても、同様とする。 

（善管注意義務） 

第７条 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこ

れをなすべき責めを負う。 

（人権啓発研修） 

第８条 乙は、総括責任者等が基本的人権について正しい認識をもって業務を遂行で

きるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。 

（作業員等の指揮監督） 

第９条 乙は、自己の責任において総括責任者等を指揮監督しなければならない。 

２ 乙は、自己に代わって第１条第７号に規定する業務仕様（以下「業務仕様」

という。）に基づく総括責任者並びに各業務（以下「各業務」という。）に業務

責任者を設置し、その氏名その他必要な事項を書面により甲に届け出なければ

ならない。当該総括責任者及び業務責任者を変更した場合も同様とする。 

３ 甲は、前項の規定により設置した総括責任者及び業務責任者又は作業員が、

前項の指揮監督又は作業の実施につき不適当であると認めたときは、乙に対し、

その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができ

るものとする。 

４ 乙は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに係る事項につ

いて決定し、その結果について、当該求めを受けた日から１０日以内に、甲に

回答しなければならない。 

（作業員の届出等） 

第１０条 乙は、作業員の氏名、住所、年齢、その他の必要な事項を甲に通知するも 

のとする。また、その者に変更があった場合も同様とする。 

（業務の指示） 

第１１条 甲は、乙に対し、業務の遂行について必要な指示を与えることができ、乙 

は、これを遵守しなければならない。 



 

（臨機の措置等） 

第１２条 甲は、業務の実施に関し必要と認めたときは、乙に対し所要の措置をとる 

ことを求めることができるものとする。 

２ 乙は、業務の実施上、臨機の措置を要すると認めたときは、所要の臨機の措 

置をとらなければならない。 

３ 前２項に規定する場合において、乙は、そのとった措置について、遅滞なく

甲に報告しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する措置に要した経費のうち、甲が契約金額に含め

ることが不適当と認めた部分の経費については、これを甲が負担するものとす

る。 

 （作業報告及び検査等） 

第１３条 乙は、毎日業務終了後、その日に実施した作業の内容を所定の業務日誌に 

記録し、これを甲に報告の上、甲の検査を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の検査に合格しなかったときは、不合格となった作業を直ちに実

施した上で、再度前項の検査を受けなければならない。 

（経費の負担） 

第１４条 履行場所において、乙が作業を実施するために直接使用する電力、水道及 

びガスにかかる料金については、これを甲が負担する。 

     乙は、作業を実施するに当たって、これらを極力節約し、効率的に使用し 

なければならない。 

２ 前項以外のものについては、別表により区分負担するものとする。 

３ 乙の総括責任者等の控室及び付属施設については、甲が用意するものとし、

その場所は、甲が別に指定する。 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、業務の実施に関し、自己又は総括責任者等の故意又は過失により、

甲又は第三者に対して損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、かつ、甲又は

第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他の自

己の責めに帰することのできない事由により生じた損害についてはこの限り

でない。 

２ 前項本文に規定する損害のうち、第三者に対する損害の発生に際し、甲にも

過失が認められる場合においては、甲乙共同してその損害を賠償するものとし、

その賠償に要する経費の負担割合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 

（契約金の支払方法） 

第１６条 乙は、毎月第１３条の規定による甲の検査に合格した業務に係る第１条第 



４号に規定する契約金額（以下「契約金額」という。）について、同号に記載 

の月額（以下「契約代金」という。）の支払いを、当該業務を実施した月の翌 

月に甲に対し請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、乙からの適法な請求書を受理

した日から３０日以内に契約代金を乙に支払わなければならない。 

３ 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払いが遅れた

ときは、当該未払額につき前項に規定する支払期限の日の翌日から支払いの日

までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に

支払うものとする。 

（履行遅滞等） 

第１７条 乙は、警備業務を除く業務の全部又は一部を甲が指定した日に実施するこ 

とができないことが明らかになったときは、甲に対し、遅滞無くその理由を 

付した書面により申し出なければならない。 

２ 乙は、警備業務の一部が不履行となる事態が発生し、又は発生する恐れがあ

ると判断したときは、速やかに甲に通知するとともに、代替警備員の派遣等、

適切な措置を講じなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る業務

が毎日実施すべきものでなく、かつ、自己の業務等に支障がないと認められる

ときは、乙と協議の上、決定するものとする。又、当該業務を実施することが

出来ない理由が乙の責めに帰すべきものであるときは、当該業務に係る契約金

額につき、甲が当初指定した日の翌日から変更後の実施日までの日数に応じ、

年５パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を乙に請求することができ

るものとする。 

４ 甲は、前項に規定する遅滞料の額が、契約代金に満たないときは、前条第２

項の規定による契約金の支払いの際、契約代金からこれを控除することができ

るものとする。 

５ 甲は、第３項の規定による作業の実施日の変更ができないときは、当該業務

について次条の規定により処理することができるものとする。 

（一部不履行等） 

第１８条 業務の一部が不履行（第１３条の規定による検査に合格しないままとなっ

た場合及び前条第５項に規定する場合を含む。以下に同じ。）に終わったと

きは、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金相当額（以下「不

履行額」という。）を除外するものとする。 

２ 甲は、前項の不履行となった理由が乙の責めに帰するときは、不履行となっ

た作業に係る契約金相当額の１００分の５に相当する額を違約金として、乙に



請求することができるものとする。 

（連帯保証人の責務等） 

第１９条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して、業務 

を履行すべきことを請求することができる。 

（１）乙が正当な理由がないにも関わらず、業務を開始すべき時期を過ぎても業務 

に着手しないとき。 

（２）乙が業務を継続する見込みがないと甲が認めるとき。 

（３）乙の業務の遂行が著しく不誠実又は乙がこの契約を誠実に履行する意思が 

ないと甲が認めるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反し、その違反により、契約 

の目的を達することができないと認められるとき。 

２ 連帯保証人は、甲から前項による請求があったときは、乙に代わり、誠実に

業務を履行しなければならない。また、この場合において、この契約に規定す

る乙の権利及び義務は、第３条の規定にかかわらず、前項の規定する請求と同

時に連帯保証人に移転するものとする。ただし、当該請求前にこの契約により

生じた乙の金銭債務及び損害賠償義務並びに乙が履行済みの業務に係る債権

については、なお従前のとおりとする。 

（甲の契約解除権等） 

第２０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し書面をもって通告 

することにより、この契約を解除することができる。 

（１） 乙が自己の責めに帰する理由により、業務の全部又は一部を履行しないとき。 

（２）乙の業務の遂行が著しく不誠実又は乙がこの契約を誠実に履行する意思がな 

いと甲が認めたとき。 

（３）乙が業務を継続する見込みがないと甲が認めたとき。 

（４）乙が警備業法第４条に規定する認定を取り消されたとき又はその効力を失っ 

たとき。 

（５）前４号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反したとき。 

（６）天災その他甲乙双方の責めに帰することができない理由により、業務を継続 

することができないと甲が認めたとき。 

（７）前各号に定めるもののほか、甲が業務を継続する必要がなくなったとき。 

２ 乙は、前項第１号から第５号の規定に該当することによってこの契約を解除

されたときは、違約金として、契約金額（契約解除前に、乙がすでに履行した

業務及び第１９条の規定により連帯保証人がすでに履行した業務並びに甲が

第１８条第２項及び第４項の規定により行った違約金請求の対象とした業務

に係る金額を除く。）の１００分の５に相当する金額を甲に支払わなければな



らない。 

３ 甲は、第１項第７号の規定に該当することによって、同項の規定により、こ

の契約を解除するときは、第 1 項本文の規定にかかわらず、乙に対し、解除し

ようとする日の１月以上前に書面をもってその旨を通知するものとする。 

４ 第１項第６号又は第７号の規定に該当することによって、同項の規定により、

この契約を解除するときは、甲乙双方とも相手方に対し損害の賠償を求めない

ものとする。 

（乙の契約解除権） 

第２１条  乙は、甲がこの契約に違反したときは、書面をもって甲に通告することに 

よって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、 

甲が未払いとなっている契約代金があるときは、乙の甲に対する当該契約代 

金及びこれに係る遅延利息の請求を妨げない。 

（契約内容の変更等） 

第２２条  一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務 

    賃金等に増減を生じた場合であっても、契約金及び業務仕様の内容（以下「契 

約金額等」という。）は変更しないものとする。ただし、予期することので 

きない非常の事態が生じたため、契約金額等を変更しないことが著しく不適 

当であると認められるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる 

ものとする。 

２ 甲は、履行場所の増改築、改修その他の工事を実施する場合等、自己が必要

と認めるときは、乙に書面で通知することにより、業務仕様の内容の一部を変

更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において、

契約金額等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更すること

ができるものとする。 

（疑義等の決定） 

第２３条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、 

    甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）費用負担区分 

 

 

 業務委託契約第 14 条 2 項による経費の負担区分は、次のとおりとする。 

 

区  分 甲の負担 乙の負担 

施設管理業務 

■設備の基本的修理及び取

り替えを必要とする機

器・材料費 

■保守点検、整備上必要な測

定器、携帯工具類及び諸材

料費 

清掃業務 

■管理上必要な場所（器材置

き場等） 

■トイレットペーパー、手洗

い石鹸液 

■床洗浄機、ワックス、モッ

プ等、その他清掃に使用す

る資機材 

 

 

 



 

   この契約の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙及び連帯保証人が記名

押印の上、各１通を保有する。 

 

 

  ２０１０（平成２２）年４月１日 

 

 

         甲  大阪市中央区大阪城 2 番 1 号 

            財団法人 大阪国際平和センター 

            理事長職務代行者  常務理事 毛 利 雅 彦 

 

 

 

         乙 

 

 

 

 

 

     連帯保証人 

 


